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【公開番号】特開2007-234727(P2007-234727A)
【公開日】平成19年9月13日(2007.9.13)
【年通号数】公開・登録公報2007-035
【出願番号】特願2006-51945(P2006-51945)
【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年2月27日(2009.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、面内方向に細孔が配列されたフォトニック結晶層を備えた面発光レーザであ
って、
　前記基板と前記フォトニック結晶層との間に、前記細孔を通じて酸化された酸化領域と
非酸化領域とを有するクラッド層を備え、
　前記酸化領域の屈折率は、前記フォトニック結晶層の屈折率よりも低いことを特徴とす
る面発光レーザ。
【請求項２】
　前記フォトニック結晶層と、前記クラッド層の非酸化領域は、ＡｌとＧａとＡｓを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の面発光レーザ。
【請求項３】
　前記クラッド層の非酸化領域におけるＡｌの含有割合は、前記フォトニック結晶層のＡ
ｌの含有割合よりも大きいことを特徴とする請求項２に記載の面発光レーザ。
【請求項４】
　面発光レーザの製造方法であって、
　基板上に、クラッド層と、面内方向に細孔が配列されたフォトニック結晶層とを有する
部材を用意する第１の工程と、
　前記フォトニック結晶層の細孔の下部側に位置する前記クラッド層を酸化し、該クラッ
ド層に、該フォトニック結晶層の屈折率よりも低い屈折率を有する酸化領域、および非酸
化領域を形成する第２の工程と、
　を有することを特徴とする面発光レーザの製造方法。
【請求項５】
　前記フォトニック結晶層と前記クラッド層はＡｌを含む化合物半導体からなり、
　前記クラッド層の非酸化領域におけるＡｌの含有割合は、前記フォトニック結晶層のＡ
ｌの含有割合よりも大きいことを特徴とする請求項４に記載の面発光レーザの製造方法。
【請求項６】
　前記第２の工程後に、前記酸化領域を、前記フォトニック結晶層から除去する工程を有
することを特徴とする請求項４または請求項５に記載の面発光レーザの製造方法。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】面発光レーザ、面発光レーザの製造方法
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、面発光レーザ、面発光レーザの製造方法に関するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑み、従来例のような貼り合わせ技術を用いずに、フォトニック
結晶層下部の部材と、該結晶層との屈折率差を確保することが可能となる面発光レーザ、
面発光レーザの製造方法を提供することを目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、上記課題を達成するために、以下のように構成した面発光レーザ、面発光レ
ーザの製造方法を提供するものである。
本発明の面発光レーザは、基板上に、面内方向に細孔が配列されたフォトニック結晶層を
備えた面発光レーザであって、
　前記基板と前記フォトニック結晶層との間に、前記細孔を通じて酸化された酸
化領域と非酸化領域とを有するクラッド層を備え、
　前記酸化領域の屈折率は、前記フォトニック結晶層の屈折率よりも低いことを特徴とし
ている。
また、本発明の面発光レーザは、前記フォトニック結晶層と、前記クラッド層の非酸化領
域は、ＡｌとＧａとＡｓを含むことを特徴としている。
また、本発明の面発光レーザは、前記クラッド層の非酸化領域におけるＡｌの含有割合は
、前記フォトニック結晶層のＡｌの含有割合よりも大きいことを特徴としている。
また、本発明の面発光レーザの製造方法は、
　基板上に、クラッド層と、面内方向に細孔が配列されたフォトニック結晶層とを有する
部材を用意する第１の工程と、
　前記フォトニック結晶層の細孔の下部側に位置する前記クラッド層を酸化し、該クラッ
ド層に、該フォトニック結晶層の屈折率よりも低い屈折率を有する酸化領域、および非酸
化領域を形成する第２の工程と、
　を有することを特徴としている。
また、本発明の面発光レーザの製造方法は、前記フォトニック結晶層と前記クラッド層は
Ａｌを含む化合物半導体からなり、
　前記クラッド層の非酸化領域におけるＡｌの含有割合は、前記フォトニック結晶層のＡ
ｌの含有割合よりも大きいことを特徴としている。
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また、本発明の面発光レーザの製造方法は、前記第２の工程後に、前記酸化領域を、前記
フォトニック結晶層から除去する工程を有することを特徴としている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明によれば、従来例のような貼り合わせ技術を用いずに、フォトニック結晶層下部
の部材と、その結晶層との屈折率差を確保することが可能となる面発光
レーザ、面発光レーザの製造方法を実現することができる。
これによれば、組成の異なる複数の層を有する半導体光素子においても、容易なプロセス
で高屈折率差のスラブ型フォトニック結晶を形成することが可能となる。
また、パッシブ素子のみならず、レーザ等のアクティブ素子への適用が可能なスラブ型二
次元フォトニック結晶素子を得ることが可能となる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　以下に、本発明の実施例について説明する。
［実施例１］
　実施例１においては、本発明を適用して構成したスラブ型二次元フォトニック結晶素子
について説明する。
本実施例では、非酸化領域を構成するＡｌＧａＡｓ層（Ａｌ組成９０％以上）を選択的に
酸化した層を上記第１の層としてのクラッドに適用し、ＡｌＧａＡｓ層（Ａｌ組成７０％
以下）をコアに適用したスラブ型フォトニック結晶をＧａＡｓ基板上に形成した。
図１に、本実施例における上記第２の層を構成するスラブ型二次元フォトニック結晶素子
の構成を示す。
図１において、１００はＧａＡｓ基板、１０２はＡｌ０．９３Ｇａ０．０７Ａｓ層、１０
４はＡｌ０．５Ｇａ０．５Ａｓ層、１０６は円柱孔及び１０８は酸化アルミ層である。
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